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震度5強以下の 
余震が数回発生 

青森県原子力安全対策検証委員会報告書より 
原子力安全・保安院作成資料 原子力規制庁 

福島第一原発 
事故の概要 事故発生直後の対応 

2011（平成 23）年 3月 11 日午後 7時 03 分、福島第一原子力発電所 1、2号機で炉
心を冷やす緊急炉心冷却システムが動かなくなったことから、政府は『原子力災害対策特
別措置法（原災法）』に基づき『原子力緊急事態宣言』を発令し、『原子力災害対策本部』
を設置しました。
政府は同日午後 9時 23 分、原災法に基づき、福島第一原子力発電所から半径 3km以
内の住民に対して「避難指示」を、また半径 3～ 10km以内の住民に「屋内退避指示」
を発令しました。
その後、政府は福島第一原子力発電所から半径 3km以内としていた避難指示を半径
10kmに拡大して、3km圏の双葉、大熊両町に滞在中の約 7千人を含め、10km圏の 4
町に滞在する 5万 1,207 人を避難対象にしました。
さらに、3月 12 日午後 3時 36 分に福島第一原子力発電所 1号機の原子炉建屋内で
水素爆発が起こったため、避難指示対象を更に広げて、福島第一原子力発電所から半径
10kmを半径 20kmに拡大しました。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
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1ｰ4号機建屋等で水素爆発が発生、3月15日午前中に放射線量のピークが観測されている。 

原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書 平成23年6月  
原子力災害対策本部 添付V-9 

3/12 15時 1号機 建屋水素爆発 
3/14 11時 3号機 建屋水素爆発  
3/15   6時 4号機 建屋水素爆発 

事故直後から2か月間の空間線量率 
（福島第一原子力発電所敷地内及び敷地境界） 

原子力規制庁 

福島第一原発 
事故の概要 

μSv/h：マイクロシーベルト/時間 

2011（平成 23）年 3月 12 日の明け方に福島第一原子力発電所敷地内のモニタリング
カーによる測定で空間線量率が上昇したことが判明し、地震後初めて、放射性物質の放出
が明らかになりました。この時、1号機では格納容器圧力が異常上昇した後、若干の圧力
低下が見られたことから、格納容器からの放射性物質の漏えいがあり、大気中への放出が
あったものと推定されています。その後もベント操作や建屋爆発の影響により、線量率の
一時的上昇が何度も観察されています。最も高い線量率が計測されたのは 3月 15日 9時
で、原発正門付近のモニタリングカーが約 12ミリシーベルト /時の数値を測定していま
す。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
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・2章QA5	 福島第一原子力発電所から放出されている放射性物質の量は少なくなっているのですか
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